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➢ はじめに
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◼ 民放事業者は、それぞれの経営環境にあって経営資源を最大限に活用し、
日夜、地域の社会、政治、経済をめぐる様々なテーマについて、取材・報道
活動を行い、番組・コンテンツを制作しています。

◼ また、地域のステークホルダーと共存共栄をしていくため、民放各社は企業
価値の長期的・持続的な向上に向け、自主的に取り組んでいます。

日本民間放送連盟パンフレットより



(1) 経営ガバナンスが適切に保たれる仕組み
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◼ 特定地上基幹放送事業者は５年ごとに、新たな放送局の無線
局免許の交付を受けて、放送事業を実施・継続しています。

◼ ５年ごとの再免許申請において、放送事業者は法令の定めに
より詳細な資料を提出し、総務省において厳格な審査が行わ
れます。

◼ こうした再免許制度により、放送事業者の経営ガバナンスは
適切に保たれる仕組みとなっています。
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総務省情報流通行政局 「地上基幹放送局再免許等申請マニュアル」より引用

※ 2023年は11月から新たな免許期間となるため、再免許申請・審査が行われます。



◼ 民放事業者は財務情報や資本情報の情報開示に努めています。

◼ 民放連が毎年、編集・発行している「日本民間放送年鑑」では、会員各社
の協力を得て、非上場会社を含めた会員各社の会社概要を掲載しており、
▽資本構成、▽主要株主、▽主要取引銀行、▽関連事業、▽役員、▽番組
審議会委員、▽役職員数、▽新規採用者数、▽組合、▽主要事績、▽主要
制作番組、▽自己検証番組、▽貸借対照表、▽損益計算書――
などを自主的に開示しています。

(2) 情報の自主的な開示
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会員各社の情報をご覧いただけます。



2019年３月 総務省「放送事業の基盤強化に関する検討分科会」

民放連は「民放事業者の経営ガバナンスに関するアンケート調査」の結果を報
告しました。

アンケートでは、会員社が目指す企業価値を明らかにしたうえ、その実現のため
の民放事業者の経営ガバナンスやコンプライアンス対策の現状を調査しました。
調査結果を踏まえ、会員各社へベストプラクティスを共有しました。

(3)民放連での経営基盤強化に資する取り組み
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◼ 民放連では、会員各社の経営基盤強化に役立つ取り組みを不断に続けています。

（取り組み例）

• 2018年 ７月 「放送の価値向上・未来像に関する民放連の施策」公表

• 2021年１１月 第２期「放送の価値向上・未来像に関する民放連の施策」

最終報告 公表

• 2022年 ９月 「民間放送の価値を最大限に高め、社会に伝える施策」公表

• 2023年 ４月 「ラジオとテレビのサステナビリティ活動事例集」公表



「民間放送の価値を最大限に高め、社会に伝える施策」
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民放連では、13の専門委員会と研究所および編集広報部の
具体的な取り組みを４本柱・３５項目に整理し、２０２２年９月15日
に公表しています。

（https://j-ba.or.jp/category/topics/jba105818）
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（https://j-ba.or.jp/category/topics/jba105958）

２０２3年３月16日には、取り組み状況を取りまとめた中間報告を公表しました。

「民間放送の価値を最大限に高め、社会に伝える施策」中間報告

【抜粋】
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（ https://www.j-ba.or.jp/sustainable/ ）

民放ラジオ・テレビ局194社の、サステナブル
（人間・社会・地球環境の持続可能な発展）な取
り組みを事例集としてとりまとめ、公表しています。
事例集では、地域の自然保護や地産地消を応
援する取り組み、身近な話題でSDGsや環境保
護を訴求する番組の放送、各局の社屋での省エ
ネ対策など、多岐にわたる活動がご覧いただけ
ます。

ラジオとテレビのサステナビリティ ～ESG経営に向け～



➢ まとめ
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◼ 地上基幹放送事業者は５年ごとの再免許申請において、詳細な資料を提出
し、総務省による厳格な審査を受けていることから、適切な経営ガバナンス
が保たれているものと考えます。

◼ 民放事業者は財務情報や資本情報について、自主的な情報開示に努めて
います。

◼ 民放連では会員各社の経営基盤強化に資する取り組みを継続しています。

◼ 行政の場において放送事業者の経営基盤強化について検討する際は、放送
の自主・自律を尊重していただくとともに、報道機関である放送事業者に対
する規律については、くれぐれも慎重にご対応いただきたいと考えます。

◼ 民放事業者は自らの事業とその価値を、ステークホルダーである視聴者・リ
スナー、広告主・広告会社や地域社会に伝え、その理解と協力のもとで、未
来を切り開いていきます。


